
　マイナポータルに登録された公⾦受取⼝座を児童手当、児童扶養手当、特別
児童扶養手当、障害児福祉手当、高額障害児通所給付費の振込先として指
定できます。

　公⾦受取⼝座として登録する⼝座はマイナポータル上でいつでも変更することが
できます。
　公⾦受取⼝座を各手当等の振込⼝座に指定すると、手当等の申請時に⼝座
情報の記⼊や、通帳の写し等の添付が不要となります。
 
　ただし、利⽤に当たっては以下の点にご注意ください。

公⾦受取⼝座の利⽤に係る注意事項

①各手当等の振込先として公⾦受取⼝座を指定した後、マイナポータル上で公
⾦受取⼝座を変更した場合でも、市への⾦融機関変更届の提出が必要です。

②変更届の手続きを⾏わない場合、公⾦受取⼝座を変更したことがわからないた
め、変更前の⼝座での支給となります。

　 また、公⾦受取⼝座の利⽤をやめた場合（登録を解除した場合）でも、その
旨の届出が必要です。　

③市では、支給日（の属する月）の前月15日までに、公⾦受取⼝座として登録
されている⼝座の情報を確認をするため、それ以降に⾦融機関変更届が提出さ
れた場合は、変更前の⼝座への支給となることがあります。

　　例）支給日が6月9日の場合
　　　　　5月１５日以前に届出を提出　→　変更後の⼝座に支給
　　　　　5月１６日以降に届出を提出　→　変更前の⼝座に支給
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